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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 7月 8日 (2004.7.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ２ 】
　 　 【 従 来 の 技 術 】
　 近 年 、 キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 、 顔 写 真 の 入 っ た 従 業 者 証 、 社 員 証 、 会 員 証 、 学 生 証 、 身 分 証
明 書 、 パ ス ポ ー ト 、 外 国 人 登 録 証 及 び 各 種 運 転 免 許 証 な ど の Ｉ Ｄ カ ー ド 発 行 シ ス テ ム が 使
用 さ れ る 場 合 が 多 く な っ て き た 。 例 え ば 、 従 業 者 数 の 多 い 企 業 で は 従 業 者 証 発 行 シ ス テ ム
が 採 用 さ れ る 場 合 が 多 い 。 こ の シ ス テ ム で は 、 本 社 に が 設 け ら れ 、 そ の

に は 支 社 に 配 属 さ れ た 従 業 者 の 個 人 情 報 が 登 録 さ れ て い る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ こ で 、 個 人 情 報 と は 氏 名 、 住 所 、 生 年 月 日 、 従 業 者 証 の 交 付 年 月 日 及 び そ の 有 効 期 限
等 を い う 。 そ し て 、 支 社 で 例 え ば 従 業 者 証 を 紛 失 し た 者 が 、 そ の 再 交 付 を 申 請 す る 場 合 に
は 、 そ の 者 が 本 社 に 出 向 し 、 本 社 の に そ の 従 業 者 の 個 人 情 報 が 照 会 さ れ 、 本
社 で 照 会 の 結 果 、 そ の 従 業 者 が 本 社 に 登 録 さ れ た 者 で あ る こ と が 確 認 さ れ る と 、 本 社 で 従
業 者 証 を 発 行 す る よ う な さ れ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 図 １ １ は こ の 種 の 従 業 者 証 発 行 シ ス テ ム １ ０ の 構 成 例 を 示 す 概 念 図 で あ る 。 図 １ １ に 示
す 従 業 者 証 発 行 シ ス テ ム １ ０ は 本 社 に １ を 有 し て い る 。 こ の デ ー タ バ ス ８ に
は 例 え ば １ 、 従 業 者 証 登 録 用 の 端 末 装 置 ２ 、 撮 影 装 置 ４ 、 フ ァ イ リ ン グ 装 置
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５ 及 び 従 業 者 証 プ リ ン タ ６ が 接 続 さ れ て い る 。 こ の シ ス テ ム １ ０ で は 、 ま ず 、 従 業 者 証 を
紛 失 し た 者 （ 以 下 再 発 行 要 求 者 と い う ） ２ ０ は 従 業 者 証 再 発 行 申 請 書 に 氏 名 、 住 所 な ど の
必 要 事 項 を 記 載 し 、 そ の 申 請 書 に 自 分 自 身 の 顔 写 真 、 必 要 に 応 じ て 手 数 料 と し て の 証 紙 等
を 貼 付 し た 後 に 、 そ の 申 請 書 を 本 社 の 総 務 部 な ど の 受 付 窓 口 に 提 出 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ こ で 、 再 発 行 要 求 者 ２ ０ は 視 力 ・ 聴 力 な ど の 適 正 検 査 を 受 け る よ う に な さ れ る 場 合 が
あ る 。 そ の 検 査 結 果 は 申 請 書 に 記 載 さ れ る 場 合 が 多 い 。 こ の 申 請 書 の 記 載 内 容 が 適 切 で あ
れ ば 、 そ の 申 請 書 が 受 理 さ れ る 。 そ の 後 、 本 社 の 窓 口 で は 本 社 の １ に 接 続 さ
れ た 従 業 者 証 登 録 用 の 端 末 装 置 ２ な ど に そ の 再 発 行 要 求 者 ２ ０ の 個 人 認 識 番 号 Ｉ Ｄ が 入 力
さ れ 、 本 社 の １ に 対 し て 、 そ の 再 発 行 要 求 者 ２ ０ の 個 人 認 識 番 号 Ｉ Ｄ に 係 る
個 人 情 報 Ｄ ２ が 登 録 さ れ て い る か 、 ま た 、 そ の 従 業 者 証 の 有 効 期 限 や 、 更 新 時 期 等 が 照 会
さ れ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ し て 、 本 社 の １ か ら 照 会 結 果 が 得 ら れ 、 そ の 照 会 結 果 に よ っ て そ の 者 の
個 人 情 報 Ｄ ２ が 正 し く 登 録 さ れ て い る こ と が 確 認 さ れ る と 、 再 発 行 要 求 者 ２ ０ は 、 そ の 再
発 行 申 請 書 を 持 っ て 例 え ば 撮 影 室 に 行 く 。 そ の 撮 影 室 に は 専 属 の 撮 影 者 が 配 置 さ れ て い る
場 合 が 多 く 、 そ の 撮 影 者 は 再 発 行 要 求 者 ２ ０ か ら 再 発 行 申 請 書 を 受 取 り 、 撮 影 装 置 ４ に 再
発 行 要 求 者 ２ ０ の 個 人 認 識 番 号 Ｉ Ｄ を 入 力 す る 。 そ の 後 、 撮 影 装 置 ４ に よ っ て 再 発 行 要 求
者 ２ ０ の 顔 画 像 が 撮 影 さ れ 、 再 発 行 申 請 書 の 記 録 内 容 が 図 示 し な い イ メ ー ジ ス キ ャ ナ な ど
に よ っ て 読 み 取 ら れ る 。 こ の 再 発 行 要 求 者 ２ ０ の 顔 画 像 デ ー タ Ｄ １ と 再 発 行 申 請 書 の イ メ
ー ジ デ ー タ Ｄ ３ ０ は フ ァ イ リ ン グ 装 置 ５ に 転 送 さ れ て 保 管 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 　 紛 失 、 破 損 等 に よ り Ｉ Ｄ カ ー ド ３ ０ の 再 発 行 が 必 要 に な っ た 場 合 や 、 Ｉ Ｄ カ ー
ド ３ ０ を 更 新 す る 場 合 に 、 そ の 者 が 本 社 に 出 向 し て 、 Ｉ Ｄ カ ー ド ３ ０ の 更 新 手 続 き や 再 発
行 手 続 き を し な け れ ば な ら な い 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 　 ま た 、 本 社 で は 顔 画 像 撮 影 の た め に 再 発 行 要 求 者 ２ ０ が 撮 影 室 に 行 っ た り 、 視
力 検 査 や 聴 力 検 査 の た め に 撮 影 室 か ら 適 正 検 査 室 へ 移 動 し な け れ ば な ら な い 。 し か も 、 撮
影 室 や 適 正 検 査 室 に 専 属 の 担 当 者 を 配 置 し な け れ ば な ら ず 、 本 社 で の コ ス ト 的 な 負 担 が 大
き く な る 。
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【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 　 因 み に 支 社 な ど に 無 人 の Ｉ Ｄ カ ー ド 自 動 発 行 機 を 設 置 し よ う と し た 場 合 に
、 Ｉ Ｄ カ ー ド ３ ０ の 更 新 手 続 き や 再 発 行 手 続 き に 来 た 者 が 本 人 で あ る か の 確 認 や 、 Ｉ Ｄ カ
ー ド の 発 行 を 要 求 す る 者 （ 以 下 で 単 に 発 行 要 求 者 と い う ） の 適 正 の 確 認 、 Ｉ Ｄ カ ー ド ３ ０
に 画 像 形 成 さ れ る 顔 画 像 の 「 決 定 」 操 作 入 力 の 簡 素 化 を 解 決 し な く て は な ら な い 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ の 実 施 形 態 で は 上 述 の 証 明 写 真 用 の 撮 影 装 置 １ ０ ０ と Ｉ Ｄ カ ー ド 作 成 装 置 １ ９ と を

Ｉ Ｄ カ ー ド 発 行 シ ス テ ム ２ ０ ０ を 構 成 し た も の で あ り 、 無 人 Ｉ Ｄ カ ー ド 発 行 シ
ス テ ム な ど に 適 し て い る 。 こ の シ ス テ ム ２ ０ ０ で は 被 撮 影 者 ２ ０ に よ る 操 作 手 間 を 極 力 削
減 で き る よ う に し た も の で あ る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 図 ５ は 無 人 従 業 者 証 発 行 シ ス テ ム ２ ０ １ の 構 成 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 図 ５ に 示 す
撮 影 ボ ッ ク ス ７ ０ 内 に は 制 御 装 置 と し て 制 御 ユ ニ ッ ト ２ １ 及 び 通 信 モ デ ム ２ ２ が 設 け ら れ
、 発 行 要 求 者 ２ ０ の 個 人 情 報 Ｄ ２ に 基 づ い て 本 人 確 認 が な さ れ る 。 本 人 確 認 は 発 行 要 求 者
２ ０ の 個 人 識 別 番 号 Ｉ Ｄ が 図 示 し な い 本 社 の な ど に 通 信 モ デ ム ２ ２ を 介 し て
照 会 す る こ と に よ り 行 わ れ る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 こ の 個 人 識 別 番 号 Ｉ Ｄ の 照 会 結 果 に よ っ て 、 例 え ば 、 本 社 の か ら 従 業 者 証
３ ０ の 発 行 許 可 が 得 ら れ る と 、 そ の 後 の 従 業 者 証 ３ ０ の 発 行 手 続 き が 継 続 し て 行 わ れ る 。
こ の 従 業 者 証 ３ ０ の 発 行 許 可 が 得 ら な い 場 合 に は 、 そ れ 以 降 の 発 行 手 続 き が 拒 否 さ れ る 。
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